
報告第１０号 

   放棄した債権の報告について  

 足立区の債権の管理等に関する条例（平成１４年足立区条例第２６号

）第１４条の規定に基づき、区の債権について下記調書のとおり放棄し

たので、第１５条の規定により報告する。 

  平成２５年９月１７日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

債 権 放 棄 調 書  

債権の名称 債 務 者 債権の額 放 棄 し た 事 由 等 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 22,500円 １ 債権発生日 

  平成18年6月15日 

２ 事由：時効 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 54,521円 １ 債権発生日 

  平成18年7月4日 

２ 事由：時効 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 1,831円 １ 債権発生日 

  平成18年7月28日 

２ 事由：時効 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

 

 

 

 



債 権 の 名 称 債 務 者 債 権 の 額 放 棄 し た 事 由 等 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 11,087円 １ 債権発生日 

  平成18年7月28日 

２ 事由：時効 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 2,041円 １ 債権発生日 

  平成18年7月28日 

２ 事由：時効 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 1,051円 １ 債権発生日 

  平成18年7月28日 

２ 事由：時効 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 3,593円 １ 債権発生日 

  平成18年7月28日 

２ 事由：時効 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 

 35,937円 １ 債権発生日 

  平成18年8月4日 

２ 事由：時効 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

 

 

 

 



債 権 の 名 称 債 務 者 債 権 の 額 放 棄 し た 事 由 等 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 

 1,263円 １ 債権発生日 

  平成18年8月4日 

２ 事由：時効 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 

 28,677円 １ 債権発生日 

  平成18年8月4日 

２ 事由：時効 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 

 16,038円 １ 債権発生日 

  平成18年8月4日 

２ 事由：時効 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 

 40,042円 １ 債権発生日 

  平成18年9月27日 

２ 事由：時効 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 

 4,797円 １ 債権発生日 

  平成19年1月22日 

２ 事由：時効 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

 

 

 

 



債 権 の 名 称 債 務 者 債 権 の 額 放 棄 し た 事 由 等 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 

 12,885円 １ 債権発生日 

  平成19年1月22日 

２ 事由：時効 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 

 245,182円 １ 債権発生日 

  平成22年7月20日 

２ 事由：破産 

  平成24年11月7日 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 

 86,239円 １ 債権発生日 

  平成22年8月16日 

２ 事由：破産 

  平成24年11月21日 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 

 98,444円 １ 債権発生日 

  平成24年11月16日 

２ 事由：破産 

  平成24年12月26日 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 

 54,664円 １ 債権発生日 

  平成24年11月16日 

２ 事由：破産 

  平成24年12月26日 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 



債 権 の 名 称 債 務 者 債 権 の 額 放 棄 し た 事 由 等 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 

 107,459円 １ 債権発生日 

  平成24年11月16日 

２ 事由：破産 

  平成24年12月26日 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

中小企業融資信

用保証料補助金

過払返還金 

 

 

 61,350円 １ 債権発生日 

  平成24年11月16日 

２ 事由：破産 

  平成24年12月26日 

３ 放棄決定日 

  平成25年6月28日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 26,408円 １ 債権発生日 

  昭和32年10月1日 

２ 事由 

本人：死亡 

平成7年12月20日 

連帯保証人：行方不明 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 181,804円 １ 債権発生日 

  昭和44年12月4日 

２ 事由 

本人：死亡 

平成19年10月30日 

連帯保証人：行方不明 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

 



債 権 の 名 称 債 務 者 債 権 の 額 放 棄 し た 事 由 等 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 141,508円 １ 債権発生日 

  昭和47年11月29日 

２ 事由 

本人：自己破産 

平成14年5月9日 

連帯保証人：行方不明 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 318,818円 １ 債権発生日 

  昭和48年12月10日 

２ 事由 

本人：死亡 

平成24年4月13日 

連帯保証人：行方不明 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 300,000円 １ 債権発生日 

  昭和51年4月1日 

２ 事由 

本人：死亡 

平成22年8月1日 

連帯保証人：行方不明 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

 

 

 

 

 



債 権 の 名 称 債 務 者 債 権 の 額 放 棄 し た 事 由 等 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 622,525円 １ 債権発生日 

  昭和53年3月1日 

２ 事由 

本人：死亡 

平成16年11月24日 

連帯保証人：行方不明 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 600,000円 １ 債権発生日 

  昭和53年12月1日 

２ 事由 

本人：死亡 

平成16年5月16日 

連帯保証人：死亡 

昭和56年5月27日 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 383,174円 １ 債権発生日 

  昭和56年3月1日 

２ 事由 

本人：自己破産 

平成9年11月27日 

連帯保証人：死亡 

平成10年5月9日 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

 

 

 



債 権 の 名 称 債 務 者 債 権 の 額 放 棄 し た 事 由 等 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 135,174円 １ 債権発生日 

昭和56年11月1日 

２ 事由 

本人：行方不明 

連帯保証人：行方不明 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 148,474円 １ 債権発生日 

  昭和56年11月1日 

２ 事由 

本人：行方不明 

連帯保証人：意思能力

なし 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 367,174円 １ 債権発生日 

  昭和56年11月1日 

２ 事由 

本人：行方不明 

連帯保証人：行方不明 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

 

 

 

 

 

 



債 権 の 名 称 債 務 者 債 権 の 額 放 棄 し た 事 由 等 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 754,274円 １ 債権発生日 

  昭和57年10月1日 

２ 事由 

本人：自己破産 

平成22年12月24日 

連帯保証人：行方不明 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 840,261円 １ 債権発生日 

  昭和59年12月1日 

２ 事由 

本人：死亡 

昭和62年4月23日 

連帯保証人：行方不明 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 232,817円 １ 債権発生日 

  昭和62年12月7日 

２ 事由 

本人：自己破産 

平成2年1月29日 

連帯保証人：自己破産 

平成19年5月11日 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

 

 

 

 



債 権 の 名 称 債 務 者 債 権 の 額 放 棄 し た 事 由 等 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 839,947円 １ 債権発生日 

  平成元年12月4日 

２ 事由 

本人：自己破産 

平成3年10月23日 

連帯保証人：死亡 

平成21年8月28日 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 550,724円 １ 債権発生日 

  平成2年5月28日 

２ 事由 

本人：自己破産 

平成6年3月14日 

連帯保証人：自己破産 

平成6年2月9日 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 487,337円 １ 債権発生日 

  平成2年11月17日 

２ 事由 

本人：自己破産 

平成22年8月5日 

連帯保証人：死亡 

平成3年9月2日 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

 

 



債 権 の 名 称 債 務 者 債 権 の 額 放 棄 し た 事 由 等 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 896,190円 １ 債権発生日 

  平成3年8月23日 

２ 事由 

本人：自己破産 

平成10年9月8日 

連帯保証人：行方不明 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 677,290円 １ 債権発生日 

  平成3年11月18日 

２ 事由 

本人：死亡 

平成24年8月8日 

連帯保証人：死亡 

平成6年4月3日 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 847,542円 １ 債権発生日 

  平成6年5月18日 

２ 事由 

本人：自己破産 

平成13年10月15日 

連帯保証人：死亡 

平成18年3月10日 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

 

 

 



債 権 の 名 称 債 務 者 債 権 の 額 放 棄 し た 事 由 等 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 249,574円 １ 債権発生日 

  昭和56年11月1日 

２ 事由 

本人：自己破産 

平成17年4月13日 

連帯保証人：死亡 

平成6年8月8日 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 266,014円 １ 債権発生日 

  平成4年5月22日 

２ 事由 

本人：死亡 

平成14年3月24日 

連帯保証人：死亡 

平成20年5月22日 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

生業資金貸付金 

 

 

 

 

 639,511円 １ 債権発生日 

  平成8年8月8日 

２ 事由 

本人：自己破産 

平成13年12月4日 

連帯保証人：自己破産 

平成12年11月22日 

３ 放棄決定日 

  平成25年3月29日 

 

 



債権の名称 債 務 者 債権の額 放 棄 し た 事 由 等 

区営住宅使用料 

 

 193,400円 １ 債権発生日 

  平成13年11月1日 

２ 事由：時効 

３ 放棄決定日 

  平成25年7月25日 

区営住宅使用料 

 

 69,100円 １ 債権発生日 

  平成16年6月1日 

２ 事由 

本人：時効 

連帯保証人：死亡 

平成16年7月30日 

３ 放棄決定日 

  平成25年7月25日 

区営住宅共益費 

 

 7,500円 １ 債権発生日 

  平成16年4月1日 

２ 事由 

本人：時効 

連帯保証人：死亡 

平成16年7月30日 

３ 放棄決定日 

  平成25年7月25日 

 

 

 

      


